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小中学校教科書の拘束条件に関する１考察

一「国家及び社会」の単純さと複雑さ－

高良倉成

I．「国家及び社会」の「形成者」を「育成」す

ることとの折り合い

家及び社会」は太古の昔から不変のものとして存

続してきたのではなく、現在の「国家及び社会」

の骨格はある歴史的段階で形成されたはずであ

る。それがいつなのか、骨格を何に求めるべきな

のか。たとえば、明治維新変革を画期とする立憲

制なのか、それとも敗戦後の日本国憲法の成立な

のか｡突き詰めていえば､今日の｢国家及び社会」

の正統性を根拠づける本質的要因は何なのかと

いう問題であり、それはかなり複雑である。敗戦

後の変革気分およびその余韻から醒めるだけの

十分な期間が経過した今日、敗戦の前と後との断

絶を誇彊することを見つめ直し連続性を再評価

する論壇の風潮が出現することは、それ自体は不

可避のことであり、何ら特定のイデオロギーに固

有のものではない。じっさい、経済史研究や経営

史研究の分野では戦前期と戦後期との連続性の

側面は再評価されてきた。

複雑な問題はまだある。自由・平等・公正・人

権尊重・平和などは、おそらく諸国横断的に希求

されるべき普遍的価値である。しかし、そのよう

な普遍的価値をいくら強調しても、ある特定の

「国家及び社会」を正統化する言説は導き出すこ

とができない。普遍的価値からも科学的論証から

も離れた言説が、「国家及び社会」の正統化には

不可欠の要素として登場せねばならない。そして

公教育は、「国家及び社会」の「形成者」を「育

成」するという任務を担うがゆえに、普遍的価値

からも科学的諭証からも離れた言説を行使せざ

るをえない役回りがつきまとう。

科学的論証から離れるということの意味合い

は、多少敦折しておく必要があろう。社会的諸関

係の過程や構造を認識するのが社会科学であり、

「教育基本法」第１条は、「教育は、人格の完

成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者とし

て、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、

勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身と

もに健康な国民の育成を期して行われなければ

ならない｡」と寵っている。「国家及び社会」そし

てその「形成者」という表現は、学校教育法でも

学習指導要領でもキーワードのごとく多用され

ており、学校教育全般の目標を強く拘束している

といってよい。

教育基本法成立事情と絡んで「国家及び社会」

という文言が挿入された法制史的経緯について

は別途砿寵する必要があるが、ここでは、その表

現はまず第一義的には統一的な統治システムが

成立している「日本」のことをさし、「及び社会」

という表現の多様な含意を考慮に入れると日本

のなかの中間社会も想定されていると解釈して

おこう。中間社会というと漠然としているが、行

政的システムとして区分けされる都道府県や市

町村、所属や在籍関係が明確な企業や学校などで

ある。そう解釈するとことは単純であり、さほど

問題は生じないように見える。国家及び社会の形

成者とは、国民であり、県民であり、市町村民で

あり、雇用契約で企業活動の一翼を担う従業者

（正確には雇用者cmployecS）であり、教育権に

保障されてあるいは授業料負担と入学者選考過

程をくぐり抜けて修学する生徒や学生などであ

る。

しかし、他方でかなり複雑な問題を孕む。「国
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それが多様な次元を有するという仮定のもとに

社会学や経済学や政治学などの分野が発達して

きた。ある特定の次元に焦点をおいて社会的諸関

係の過程や構造を分析しようとするとき、より有

意義に理解するのにふさわしい分析単位は何か

については「国家及び社会」という発想からは相

対的に独立して設定される。たとえば、歴史的経

験を共有する社会的関係の範囲を第一義的に最

重要視する場合には、日本史とそれを取り囲む各

国史という構成は必ずしも前面に登場する理由

を失う。実際、高校では日本史は選択で世界史が

必修であり、その世界史の各教科嘗は世界システ

ム史観に強く傾斜しつつある。それに対して、小

中では日本史が必修の位置にある。小中の社会科

の内容を「科学的」にしようとすると、「国家及

び社会」の「形成者」を「育成」するという任務

との折り合いがつかなくなるからであろう。

礎的な理解と技能を養うこと、④日常生活に必要

な国語を理解し使用する能力を養うこと､⑤日常

生活に必要な数量的な関係を理解し処理する能

力を養うこと、⑥日常生活における自然現象を科

学的に観察し処理する能力を養うこと、⑦健康・

安全・幸福な生活のために必要な習慣を養い心身

の鯛和的発達を図ること、⑧生活を明るく豊かに

する音楽・美術・文芸等について基礎的な理解と

技能を養うこと。

それらのうち、④は国語、⑤は算数、⑥は理科

に対応することが明瞭であるが､社会科に対応す

る目標は①～③の項目に分散して盛り込まれ、生

活科や道徳の目標とオーバーラップしている。あ

えてピックアップして社会科の目標を合成すれ

ば、学校内外の社会生活の人間関係を踏まえて、

日常生活に必要な諸活動の相互関係を確認し、そ

の相互関係の広がりを地域生活圏や国の範囲ま

で展望する能力を養う、ということになろうか。

中学校の目標として掲げられているのはつぎ

の３項目ある（第36条)。①国家及び社会の形成

者として必要な資質を養うこと、②職業について

の基礎的な知識と技能を獲得し勤労を重んずる

態度及び個性に応じた進路選択能力を養うこと、

③学校内外における社会的活動を促進して情緒

や公正な判断力を養うこと。その３項目のうち、

社会科に対応する目標を１つ選ぶとすれば､①し

かない。③の社会的活動とは、おそらく部活やボ

ランティアとして生徒が行うものであって、認識

の対象とする社会的諸活動のことではない。

高校の目標として掲げられているのはつぎの

３項目（第42条)。①国家及び社会の有為な形成

者として必要な資質を養うこと、②社会的使命を

自覚させて個性に応じた進路決定能力や専門的

技能および一般的教養を高めること､③社会につ

いての広く深い理解と健全な批判力を養い個性

の確立に努めること。高校でかつて社会科と称さ

れていたものは地理歴史料と公民科の２本立て

になっているが、その両科目に対応する目標は、

①と③であるようにみえる。①は中学校社会科の

目標と共通しているが､③は高校に固有の目標で

ある。

Ⅱ教育関連法規と学習指導要領

「国家及び社会」の「形成者」とは、たんなる

個人ではなく、何らかの社会の構成員であり、そ

の意味では公の社会的関係を形成している「公

民」である。それは個人ではないと同時に、また

「国家及び社会」を特定できない普遍人、すなわ

ち諸国普遍的な価値を体現している世界市民や

コスモポリタンでもありえない。個と普遍の間に

位圃づけるべき存在が公民である。いかにして、

どのような材料を用いて位置づけるか。それが学

校教育、少なくとも特定の国の義務教育として制

度化されている小中学校の社会科教育における

最大の課題であり、かつ難題であると考えられる。

「学校教育法」では、各種学校の教育目標が定

められている。小学校の目標として掲げられてい

る８項目を列挙すればつぎのとおりである(第１８

条)。①学校内外の社会生活の経験に基づいて人

間相互の関係について理解し協同・自主・自律の

精神を養うこと、②郷土および国家の現状と伝統

について理解し国際協調の精神を養うこと、③日

常生活に必要な衣・食・住・産業等についての基
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ない表現で、新要領で追加挿入された。中学校社

会科の目標を小学校社会科の目標に近づけるか

たちで改訂された結果といってよい。それゆえ、

小学校および中学校の社会科の目標は、社会生活

についての理解を促進するなかで、日本の国土と

歴史に対する理解と愛情を育成し、国際社会に生

きる「国家及び社会」の形成者として必要な公民

的資質を養う、ということになろう。

要するに、「国家及び社会」の形成者として必

要な公民的資質を養うために社会生活について

の理解を促すのであるが、小中の場合は「日本の

国土と歴史に対する理解と愛情」を育むことに引

きつけてそれを実現せねばならない、ということ

である。高校の場合はその条件は教育実践上の指

針にはなっていない。

以上の全般的な目標のもとに、小学校社会科で

は学年別の目標が、中学校社会科では分野別の目

標が、高校の地理歴史料と公民科では科目別の目

標がそれぞれある。

６年生用の「目標」は、日本の「国家及び社会」

の発展に貢献した先人の業績や文化遺産につい

て理解と関心を深め、かつ今日の日本の政治およ

びその対外関係を理解しつつ世界平和の重要性

を自覚させることを記している。社会の単位とし

て日本が焦点であるが､それは国体や政体という

側面を重視したものである。６年生における政治

的問題の取り扱い対象は､行政システムの分権的

構成ではなく、中央政府の正統性の問題であると

いってよい｡ちなみに、６年生用の「内容」には、

世界や外国に関連する記述はない。小学校最終学

年で中学校への準備段階であるこの学年で、もっ

ぱら日本の国体や政体について歴史的由来と現

代的特徴を理解させようとしている。

中学校の場合、公民的分野の「目標」は、基本

的人権・民主主義・国民主権・国民生活向上と経

済などを理解させることと並行して、国際的な相

互依存関係の深まりと諸国の平和共存の重要性

を理解させるとしている。国際的な相互依存関係

の深まりという表現は新要領で追加挿入された

ものである。地理的分野の「目標」のほうは、日

本や世界における諸地域の自然的・人文的な配置

教育関連法規における「目標」をより具体化し

ているであろう「学習指導要領」における「目標」

をつぎにみてみよう。ただし、上で取り上げた法

規における目標は教科の限定がない全般的なも

のであり、そのなかから社会科に対応する部分を

読み取ったが、以下「学習指導要領」に関しては

社会科について記された部分のみを参照する。取

り上げるのは「学習指導要領」の1989（平成１）

年版と１９９８(平成10)年版に記載されている「目

標」と「内容」の部分である。なお、９８年版指導

要領（新要領）は８９年版要領（旧要領）に比し

て、「主体的」という表現が多用されている。授

業に参加する生徒の側の取り組みについての表

現であり、調査や資料収集・分析を授業方法に取

り込むことを従来以上に強調している。ただ、社

会観や世界観そのものの内容とは次元が異なる

ので､新要領のその強調点は本稿では無視するこ

とにする。

「学習指導要領」には、まず各教科の全般的目

標が掲げられている。社会科に相当する各教科と

は、小学校の社会科、中学校の社会科、高校の地

理歴史科、高校の公民科の４つである。

その４つの教科すべてに共通に掲げられてい

る目標が２つある。１つは、国際社会に生きる民

主的・平和的な「国家及び社会」の形成者として

必要な公民的資質を養う、というものである。小

学校と中学校の社会科では「公民的資質」ではな

く、「公民的資質の基礎」という表現になってお

り、高校では「国際社会に生きる」ではなく、「国

際社会に主体的に生きる」という表現になってい

るが、実質的な内容はほとんど同じといってよい。

４つの教科に共通するもう１つの目標は､社会生

活についての理解の促進、である。中学校と高校

ではそれに「広い視野から」というjEijlu表現が付

される。４教科すべてに共通する目標を合成すれ

ば、社会生活についての理解を促進するなかで、

国際社会に生きる「国家及び社会」の形成者とし

て必要な公民的資質を養う、ということになろう。

小学校と中学校のみに掲げられた全般的目標

としては、日本の国土と歴史に対する理解と愛情

の育成、という表現がある。中学校の旧要領には
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構成を理解させるとし、地理的分野の「内容」で

は、国際社会における日本の特徴を理解させる一

環として交通、貿易、情報・文化交流、人々の移

動､海外援助などを取り上げることが記されてい

る。

中学校の歴史的分野の「目標」では、特徴的な

人物や文化遺産などを素材にしながら日本史を

扱いつつ､歴史的脈絡から国際関係や文化交流の

重要性を理解させるとしているが､新要領で新た

に「我が国の歴史に対する愛情を深め」させると

いう表現が追加挿入された。中学校社会科の全般

的目標として「日本の国土と歴史に対する理解と

愛情」を育むという表現が新要領で追加挿入され

たことは前述したが、それは歴史的分野に追加挿

入された日本史に対する「愛情を深め」させると

いう記述を反映したものだったことになる。地理

的分野や公民的分野の目標にはそれに相当する

記述の追加はない。

れたものである６５年生の内容には環境問題の理

解も登場するから、食料輸入への注目は、実は環

境問題で取り上げる事項に対しての伏線である

といってよい。環境面での国土の保全のためには、

保持せねばならない必要最小限の農業の意義に

注目させる必要があるという配慮で､農業と食料

の国外依存度が取り上げられている可能性があ

る。食料輸入依存の高さを理解させることは、環

境問題の項目を扱う授業に緊張感を付与するか

らであろう。

ところが、それにはやっかいな問題が付随する。

指導要領が掲げる６年生用の「目標」として、国

際社会の一員としての日本という側面を理解さ

せるという事項があり、それとの整合性をどう保

つかという問題が浮上するのである。つまり、先

進諸国の農業保護は長きにわたって途上諸国か

らの批判の的だった。ＷＴＯ（世界貿易機関）の総

会で合意形成の失敗を繰り返したが、たとえば

2003年総会が決裂した最大の理由の１つは先進

諸国農業保護のあり方に対する途上諸国側の不

満であった'・日本の国内問題を軸にすれば、農Ⅲ．「公民」的内容の設計に対する拘束

教育、とりわけ義務教育は、「国家及び社会」

の秩序維持のためのイデオロギー的装置である。

「教育基本法」や「学校教育法」や各種「学習指

導要領」を一瞥するとき、好むと好まざるとに関

わらず､そこにはイデオロギー的装悶としての教

育の使命が盛り込まれていると理解するしかな

い。その意味で社会科の内容は強い拘束下にあり、

社会科学的な知見はその拘束条件と整合する範

囲で取り扱われざるをえない。

指導要領では、小学校５年生に、いくつかの産

業活動を具体的Iこを取り上げつつ、日本の産業構

造とその移り変わりを理解させるぺしと記して

いる。各教科書がほぼ共通に取り上げているのは

自動車産業と農業であるが、要領ではその農業の

取り扱いにおいては食料輸入に注目させるよう

にとの指定がある。それは「国民の食料を確保す

る重要な役割を果たしていることや自然環境と

深いかかわりをもって営まれていることを考え

るようにする」という内容指定のなかに組み込ま

Ⅱ2003年WTO総会において醜み上げられたOECD事務局

長とIRIC、､事務局長それぞれのメッセージは、いずれ

も経済発展を妨げる貿易政策を各国が是正していくぺ

きことについて賎じており、先進国側での農業保護(農

壷物の高関税と輸出補助金)と一部製造業(繊維や衣服）

の保護の問題､途上国が貿易をテーにした発展をするう

えで物的・人的なインフラへの援助（｢貿易のための援

助｣）が必要であること、などを重大な懸案事項として

取り上げている点で共通している。wll肥Doha

DcvempmentAgemdaisaClearWin-Winfbrall:Ｃ紅nWe

MakcitHappen70・ＳｐｃｃｃｈｌＷｔｈｅｌＬＤＪ・JOhns8on

（ＳＣＣ【己６３ⅣCcnemloftlDeOECD).“h胆SSAGETDTT肥

F頤TTIIvmqlSTERIALCONFERENCEOFT1厘WORLD

TRADEORGANIZJmON"，DeliV画ｅｄｂｙＲＲｉｃＵＰＣｍ

(SeCrpbBIyCeneTaloflheUNCn、)．また､同総会へ向

けたグループ７７の宣言には同犠の危機感と苛立ちがよ

り鮮烈に表明されている｡"DeclamtiombylheGmupof77

andChimonUleFifthWTOMini空UiznUODnlbu亡回Ce"．
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業は環境保護や国土保全の問題として処理しや

すいが、「国際社会」での問題としては農業問題

は「世界農業問題」として長い歴史を有する諸国

間利害対立と調整の問題である。

学習指導要領が日本政府によって対外的に公

式表明されている農業問題理解を踏襲している

のは、「国家及び社会」の総括者のメッセージを

是認する立場からのものであるといってよい。好

むと好まざるとに関わらず､公教育の指針を具体

化する役割を演じる指導要領ではそうならざる

をえないし、それは不可避のことであろう。小中

学校の社会科の内容に組み込むべきものは、「世

界農業問題」についての素養ではなく、日本に

とっての食料安全保障と「農業の多面的機能」に

ならざるをえない。

３．４年生では「地域」に即した生活と歴史が

対象であり、５年生でネーションの生活が対象に

なっているが、６年生ではネーションの政治と歴

史が対象となる。つまり、日本の現在の政体・国

体と、その由来ないし出自が扱われる。ナショナ

ルなアイデンティティーの中核を何に求めるか

という、中学校教科番の記述や構成をめぐって繰

り広げられている微妙な争点がここで登場しう

る。公教育とりわけ義務教育用の教科書が、現在

の自国の政治体制の中核部分を正統化するため

に縞集されることは、おそらく諸国普遍的な現象

である２．それゆえ、教育が現在時点の「国家及

び社会」を正統化する装置であること自体は争点

にはなりえない｡争点になるのは､現在時点の｢国

家及び社会」のうち正統化に値する中核的要素を

何に求め、その出現過程をどのように遡って描く

かという点にある3。

それは、現在時点の「国家及び社会」が登場し

た「劇的変化」を意味づける営みとなる。しかも

それは社会科学的な意味づけというよりも、価値

観の選択という要素が強く要請されざるをえな

い。

「劇的変化」は取り扱いがやっかいであり、現

実の事象には解釈に幅がありうる。「近代市民革

命」と称されてきた事象についての諸研究は、そ

の変化の劇的さを誇張すべきでないことの確認

の作業でもあった。「産業革命」と称されてきた

事象についての諸研究も、同様に変化を過大評価

することを戒め、「革命」が生起した国や地域の

実体的属性を特権化する思考を反省する作業で

もあった4。｢近代｣の劇的変化を誇張する議爾は、

その裏返しとして、近代以前をマイナスイメージ

で否定的に扱う。

また逆に、近代の変化の劇的性格を懐疑的に扱

う場合には､近代以前をマイナスイメージで語る

ことを回避する傾向をもたらす｡交易や交流に注

目して同時代的相互依存の広域的共時性を強調

する時代史観（モンゴル時代や大航海時代という

共時的相互依存史観）や世界システム史観は、近

代以前をマイナスイメージから救出することに

よって､近代の劇的変化を誇張することへの反証

を築き上げる研究といってもよい。

いずれにしろ、変化が劇的であったか否かには

解釈の幅があり、その幅のなかのどこに立脚して

研究してもそれは正当な学術研究である。しかし

学校教育では多様な解釈を併存させることは、少

なくとも現在の政体・国体の正統性を位置づける

さいの核心的内容と関連する事象について多様

な解釈を併存させることは、できない。ナチスの

蛮行を、ナチス固有の属性に還元することなく、

２その点については、Ｍ・フェロー（大野一道訳）『新
しい世界史」（新BMZ麓、1985年）がいぜんとして存益で
ある。 科書論争＞を歴史的に相対化するために」（小森
３それは日本のみで顕在化した問題ではなく、 陽一・高橋哲哉編『ナショナル・ヒストリーを超

ファシズムの台頭と敗戦を経験したドイツでもえて』東京大学出版会、1998年所収）が有益であ
類似の問題が浮上している。Ｊ・ハパーマス／る。

Ｅ・ノルテほか（徳永恂ほか訳）『過ぎ去ろうと４.その点については、ＣｍｆｔＳＮ・ＲＲ,Industrial
しない過去：ナチズムとドイツ歴史家論争』（人RcvolutioninEnglandandl耐amcc:SomeThoughtson
文瞥院、1995年)参照｡近年の日本の状況についthcQucStionWhyWasEnglandFirSt?'，Ecolmmic
_ては、ノ||本隆史「民族・歴史・愛国心：＜歴史教雄SJCびReWew,VbL30,Ｎｏ．3,1977.参照
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関連する諸事情の脈絡の一環として位圃づけて

相対化することは１つの学術研究のあり方であ

る。しかし、それを可能な１つの解釈として学校

教育のなかに取り込むと、ナチス体制の廃絶の上

に存立していることに正統性を有する政体・国体

が、公教育をその正統化のイデオロギー装圃とし

て維持することが困難になる。日本にも類似の問

題があるが、要は、現在の政体・国体が何の廃絶

の上に存立しているとみなすかに関わっており、

公教育のなかに組み込むにはその核心部分につ

いての解釈には幅はありえない。学術研究として

は幅がありうるから、公教育における解釈の幅を

限定するには価値観の選択によるしかない。つま

り、イデオロギー的な判断しかない。

ただ、民主・公正Ｐ平等・人権尊重などの「近

代的」観念を善とする価値基準は、おそらく小中

教育に必要不可欠なのであろうが、それは対象を

措定する効力をもたない観念であるがゆえに、あ

らゆる事象に過剰適用（乱用）され「国家及び社

会」の固有の領域と焦点を特定するうえで効力を

もたない。民主・公平・平等・人権尊重などの成

熟度(かりにそれが判定可能だとして）を基準に

する社会認鐡は､すでに社会科学においてはかな

り後景に退いた。社会科教育ではまだ重視されて

いるように思われるが、しかし社会科学の支持を

得られないがゆえに、長期的には後景に退く運命

にあると考えられる。その点をついて登場し、物

議を醸している教科書がある。それを参考にしな

がら、小中教育におけるイデオロギー的要素につ

いて考えよう。

いう公民教科番が多いなかで、この教科替は一貫

したメッセージを軸に全編が組み立てられてい

る。現場の授業実践者の裁量の余地を最大限に保

証する参照用図嘗という性格よりも、教師と生徒

とがともにじっくり髄みこなすべき図替として

の性格を盛り込もうとしたと思われる。

その内容の軸をなす一貫したメッセージは､強

鯛の度合いに応じてかなりのタイプを抽出しう

る。たとえば、民主主義が有する抽象的・普遍的

価値を尊重することと並んで、実際の社会の各次

元で民主主義が志向されるさいの混乱・混雑現象

を認識することの重要性が強調されている。より

端的には、社会のさまざまな局面で民主主義の形

骸化が生じることを憂慮し、そのことを軽視して

抽象的価値のみを強調することを強く拒絶する

という姿勢を提示している。それは「近代主義イ

デオロギー」を相対化する近年の論壇の傾向を踏

襲したものであり、それほど唐突なものではない。

この新顔教科轡の諸メッセージのうち、ここで

は、抽象的・普遍的価値に依拠した国際主義が国

民的求心性を低下させ､教育関連法規が設定した

「国家及び社会」との関連づけをあいまいにする

ことに対する憂慮を示した点に注目しよう。ただ、

不毛な賛美や論難に陥らないためにも、その点に

ついて論評する前にいくつかの事項について予

備的考察をしておかねばならない。それはグロー

パルイヒをめぐる論譲の諸類型であり、この新顔教

科欝が提示しているのはそれら諸類型のなかの

１つに該当すると思われるからである.

グローパルイヒについての諸論調には､積極的グ

ローバル論、悲観的グローバル論、懐疑論、変容

論の４つのタイプがある6゜ただし、個々の論者

がそれらのいずれかに分類されるというよりも、Ⅳ新顔教科書の無視しえざる側面

中学校・公民的分野用の教科替に、『新しい公

民教科書』という新顔が登場した5゜それは無視

しえざる内容構成を提示している。叙述スタイル

としては、関連事項を列挙して無難に構成すると

６ここでのグローパルイヒをめぐる諸論調の類型

化は主としてマッグルー論文(ＭcGrcWbAGThc

G1obalizationDcbatc:PuttingthcAdvanccdCapitaUst
StatcmitsPlacc，GlobqJSbcie〃,ＶｂＬ１Ｚ,No.3,

1998,pp､299-321.)に依拠しているが､さらにマツ
グルーも共同執筆者の１人として加わっている、
Ｄ・ヘルド編（高嶋正晴ほか訳）『グローパルイヒ

とは何か：文化・経済・政治』（法律文化社、２００２

年）も参照した.

５西部遥・佐伯啓思・佐藤光・八木秀次・宮本光

晴・杉村芳美・田内寛人・大津寄章三『新しい公

民教科響』（扶桑社、2001年)。
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多くの論禰にまたがって析出可能な類型であっ

て、個々の論者はそれら類型のいくつかを同時に

主張している（強弱の差はあれ）ことを否定する

ものではない。

グローバル論は、グローパルイヒが国民国家の衰

退を招いていること、統合度を高めていくグロー

パル経済が今日存在していること、グローバル文

明が到来していること、などを強調する。それは

積極的グローバル論と悲観的グローバル論とい

う対照的なタイプに分かれる。たとえば放送メ

ディアを介した情報の送受信におけるグローパ

ルイヒでいえば､地球市民やグローバルな市民社会

の成立を強調するのが積極的グローバル論で、文

化帝国主義を強調するのが悲観的グローバル輪

ということになる7.グローパルイヒ論蟻において

「良性」の側面を強調するタイプと、「悪性」の

側面を強調するタイプとを区別したミラノヴィ

クを援用すると８，積極的グローバル論とは、１

人当たり所得のキャッチアップや収赦、民主的制

度の一般化、異文化交流によって可能になる高次

文化の創造などグローパルイヒの良性の側面に焦

点をおき、悪性の側面については考察対象の射程

外におく傾向がある。それと対照的な評価をし、

グローパルイヒの悪性の側面を強調するのが悲観

的グローバル論ということになる。

懐疑論は、２０世紀終盤の世界には顕著なリー

ジョナル化が進展していること、国境をまたがる

諸活動に関して国家は積極的な鯛整機能を果た

していること、南北格差などの国際的不均等性を

増幅しながらの国際化が進行している点で１９世

紀来の構造的特性が連続していることなどを強

調する9．グローバル論も懐疑論も、価格や利子

率が収束する銃合されたグローバル市場という

到達状態（end-state）についての理念型を想定

し、現実のグローパルイヒ現象がその理念型へ近づ

いているか否かを問題にする。一方（グローバル

論）はその到達状態が成立しているかあるいはそ

れへ近づきつつあることを強調し､他方(懐疑論）

は現実がその理念型にはほど遠いことを強調す

る。

それらに対して変容論は、ある特定の到達状態

を理念型として想定せず､それゆえグローバル市

場やグローバル文明などの存否それ自体は問題

にせず､その時々に多様な状況依存的諸要因に規

定されて進行するプロセスとしてグローパルイヒ

を扱うことを特徴とする。マッグルーがその代表

例としてあげたのは社会学者のギデンズである

が、たしかに何らかのグローバル化指標を軸にグ

ローパルイヒの有無や程度を問題にするという立

論をギデンズはとっておらず､各社会の既存の制

度や規範が随所で変容を余儀なくされている多

面的な性格を指摘している'０．

グローバル論は､積極的グローバル論であれ悲

観的グローバル論であれ、分かりやすく取つつき

やすいし、一般的な論評や時事問題解説に多く登

場する。その分かりやすさゆえに、学校教育では

グローバル論が蔓延すると予想される。多くの教

科轡では積極的グローバル論と悲観的グローバ

ル論とを適当に組み合わせた内容が列挙されて

おり、個々の教諭レベルでは各自の感覚に合わせ

てそのいずれかを強調して授業を組み立てるこ

とも容易であろう。

積極的グローバル論の核心部分を構成してい

恥ｒＭＨｉｓｌｏびJMD'巾Sα"dZmrzzdm園,thcUniversity

ofChicagoPrcss，1993．Bairoch，RandR

Koml-Wright，G1obalizationMyths:SomcHistorical

Rcncctionsonlntcgration，Industrializationand

GrowthinthcWbrldEconomy，DiscussionPapcrNo・

113,ＵＮＣｍＤ,1996.

10Ａ・ギデンズ（佐和隆光訳）『暴走する世界：
グローパリゼーションは何をどう変えるのか』

（ダイヤモンド社、2001年)。

７ヘルド編、同上邦訳、第２章。

BMnanovic,Ｂ､，nlcTWoFaccsofG1obalization：

AgainstGlobalizationasWCKnowlt，ｌ化｢ば
り副eﾉﾛpme7zl,VbL31,No.4,2003,pp.“7も８３．

９懐疑論の強鯛点を要領よく提示したものとし

て、ヘルド編、前掲邦訳、第３章がある。積極的

グローバル論に対して一貫して反証を提示し、懐

疑論の草分け的存在ともいうべきペイロックの

主張も有益である。Bairoch，、,ECOPmmiCSalUMZ
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るのは市場主義であり、いわば市場主義的国際主

義という特徴を有しているのが積極的グローバ

ル論といってよい。悲観的グローバル論は、市場

主義的諸活動がもたらす不平等や不均等を重視

する傍らで、自由・平等・民主主義という近代的

理性で市場主義の克服を展望しようとする。世界

市民や世界的連帯の出現や蔓延に期待し、いわば

近代的理性に立脚する国際主義がグローバル化

の負の側面を止揚するという展望ないし願望に

帰着しやすい。要するに、積極的であれ悲観的で

あれ、市場メカニズムや近代的理性という普遍的

基準で構想するグローバル論は、「国家及び社会」

の「形成者」を「育成」するという教育理念とは

折り合いがつきにくいのである。

小中学校の各種教科書に多く見受けられるの

は、比較的素朴なグローバル論である。それが、

それぞれの教科瞥のなかで民主・公正・平等・人

権尊重などの普遍的で「近代的」な価値理念の強

調と併存している。「国家及び社会」の「形成者」

の問題に集約させるのは、そのままでは相当な無

理がある。『新しい公民教科書』はその弱点をつ

いた。

その新顔教科轡は、グローパルイヒの問題を取り

扱う場合に「変容麓」の立場に近い。グローパル

イヒと称されている諸現象が多様な社会局面に影

響を及ぼし、様々な変容圧力を加えつつあるなか

で、社会システムが安定的に持続するうえでの求

心性が弱体化していくという認識がその前提に

あると考えられる。その社会的求心性の弱体化は、

市場主義が立脚している個人主義的理性によっ

ては克服できないし、普遍的理念の追求によって

も克服できないとすれば、個人と普遍の中間に何

かを求めざるをえない。

その教科響執筆者たち求めたのは､おそらく当

面の暫定的判断であったのかもしれないが、『新

しい歴史教科脅』と共闘しながら、「日本的」な

ものを戦前期からの連続性の脈絡で位置づける

ことであった。執筆者の顔ぶれを見ると、その方

向にそのまま全員一致で突き進んでいくとは思

えないが、個と普遍の中間にあって社会的求心性

を可能にする「公民」的理念の根拠を、何らかの

かたちで追求することは今後も続けられるので

あろう。

個と普遍の中間に位置づけるべきものを模索

したという１点において、その新顔教科響は先駆

的な力作であるといわねばならない。ただし、中

央集楠的日本の社会的求心性を確保するために

天皇制を前面に持ち出すというその暫定的判断

までもここで是認しているわけではない。その教

科書のような判断は、マジョリティのための求心

性を担保するということに帰着し、容易で安上が

りではある。しかし、複数（多数）の求心単位が

共存・共生しつつ「国家及び社会」としての総括

的求心性も確保するという状況を展望できない。

個と普遍の中間に社会的求心性のより所を位置

づけるさいに、集権的な日本を正統化するために

組み立てるか、分権的な日本を正統化するために

組み立てるか、いろいろ可能性は開かれている}ま

ずである。

－３８－


